
【届出】（事業者操作画面）食品衛生申請等システムへの移行 入力方法 

 

※この届出方法は既存届出施設の情報を食品衛生申請等システム（国システム）へ

登録する方法です。 

国システムで許可を取得している施設が届出業種を追加する場合は方法が異なる

可能性があるので、ヘルプデスク（080-4953-0566）へ問い合わせてください。 

※操作に関する質問は、ヘルプデスクに問い合わせてください。 

 

⚫ 事前に保健所担当者と連絡をとり、以下の情報を確認してください。 

①名称、屋号又は商号 ②都道府県～マンション名等 ③営業の種類 

 

⚫ 画面左側の≪営業許可・届出≫の中から、【営業の届出】を選択します。 

 

 

⚫ 国システム上では新しく施設を登録するため、「新規営業施設」を選択し、新規

届出を押してください。 

 

 

⚫ 事前に保健所担当者から聞き取った内容を入力してください。 

①名称、屋号又は商号 ②都道府県～マンション名等 ③営業の種類 

 



 

 

⚫ ファイル登録画面に入り、【備考】に「過去の申請を国システムへ移行するため

の処理」と入力してください。 

 

 
 

⚫ 通常の届出と同じように、その他必要項目をすべて入力してください。 

 

⚫ 食品衛生責任者の資格など、必要書類もすべて添付をお願いします。 

 

 

※ 届出していただいた情報が保健所の登録情報と違った場合、保健所側で修正を

させていただくことがあります。 

 

※ 届出年月日を過去の日付にする必要があるので、保健所側で修正させていただ

きます。その際、通知が届く可能性がありますのでご了承ください。 

 

 

 


